
　高知県所得向上推進企業等総合支援事業費補助金等
説明会

説明会は13:30から開始します。15時00分の終了を予定しています。

後日、説明会動画をアーカイブ配信します。録画を行いますので、予め
ご了承ください。

質問がある場合は、zoomの「Ｑ＆Ａ」機能に入力してください。

令和８年４月10日
高知県産業振興推進部産業政策課



　次　第

（１）所得向上推進企業等総合支援事業費補助金：40分

（２）賃金向上環境整備事業費補助金：10分

（３）こうち男性育休推進企業奨励金：10分

（４）求人情報発信等支援事業費補助金（資料共有のみ）

（５）質疑回答：30分
　　　　　※事前受付の質問分について、まず回答します。
　　　　　   その後、zoomの「Q&A機能」でいただいた質問に対して
　　　　　　 順次回答を行います。 1



　（１）高知県所得向上推進企業等総合支援事業費補助金
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①補助金の制度概要
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横展開枠 先進枠

補助率 2/3以内 補助率 2/3 以内

補助上限 1,000万円 補助上限 5,000万円

「高知県100億企業登録」をすると補助上限引き上げ

最大 1,500万円 最大 7,500万円

ポイント①

一次産業から三次産業まで
　　　　　幅広い業種で活用可能！

ポイント②

一部の対象外経費を除き、
　　幅広い経費を総合的に支援！

対象：賃金・給与を支払っている従業員がいる県内中小企業、中堅企業、個人事業主など

　補助概要（ポイント、補助率、限度額）

若者所得向上を実現するため、事業者の高付加価値型経営への転換を力強く後押しする新たな補助金を創設
若者所得向上検討チームで取りまとめた経営改革モデルを”業種横断的”に横展開
県内事業者の多様なチャレンジを”柔軟”に後押しできる総合的支援を実施

高知県産業別若者所得向上検討チーム報告書　～経営改革モデルの取りまとめ～
　https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025101600100/ 

チラシ抜粋

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025101600100/
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　補助概要（主な要件） チラシ抜粋

 賃上げ・付加価値向上の事業計画（３年）を策定すること

　
　「従業員１人あたりの給与支給総額」及び「付加価値額」の年平均成長率を２％以上増加

　　（事業実施後１年目の成長率は２％以上）

　　「給与支給総額」並びに「従業員１人あたり給与支給総額」及び「付加価値額」
　　　の年平均成長率５％以上増加

　　（事業実施後１年目の成長率は５％以上）

　「こうち男性育休推進企業」に登録すること
　　　　※https://www.pref.kochi.lg.jp/buntanfuufu/recruitment.html

　後年度に事業効果報告を行い、取組事例の調査・公表に同意すること

　【100億企業枠】を利用する場合は、「高知県100億企業登録」を行うこと
        ※https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026022600255/

横展開枠

先進枠

https://www.pref.kochi.lg.jp/buntanfuufu/recruitment.html
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026022600255/
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　補助概要（対象事業） チラシ抜粋

②生産能力の向上
　生産設備等への投資により収量拡大
　・生産設備（建物、機械装置など）の購入費
　・増員に伴う人材紹介手数料　　　　　　　　　　　　など

①高付加価値化
　新商品開発やサービスの差別化などにより顧客単価向上
　・事業戦略の策定に係るコンサルティング経費
　・自社製品開発に係る市場調査の外注費　　　　など

③販路拡大
　新市場開拓やリピーター獲得等により売上拡大
　・新市場開拓に係る市場調査の外注費
　・市場開拓のための広告費　　　　　　　　　　　　　など

④経営組織の変革
　経営形態の見直し等を通じて生産性向上
　・社長の右腕となる経営人材獲得のための人材紹介手数料
　・M＆Aに係る仲介費用、デューデリジェンスなどのコンサル費用　など

⑤人材育成
　従業員等の能力開発を通じて生産性向上
　・従業員の外部研修の受講料
　・従業員の大学等でのリカレント教育に係る授業料・入校料　　など

⑥働き方改革
　人材定着やモチベーションアップ等を通じて生産性向上
　・テレワーク、フリーアドレスなど新しい働き方の導入に係る機器導入
　・人事労務制度の改革に係るコンサルティング費用　　　　　　　など

100億企業推奨メニュー（100億企業枠で申請する場合は以下のいずれかの実施が必要）

　・新製品・新技術・新サービスの研究開発（市場調査費や原材料費など）

　・M＆Aによる事業多角化や販路拡大（調査費用、コンサル費用など）

　・海外販路拡大（商談用出張費、海外広告費など）

【横展開枠】以下のうち１事業を実施（上限500万円）、２事業以上の場合は上限1,000万円
に引き上げ
【先進枠】以下のうち①～③から１事業以上、④～⑥から１事業以上を実施し、かつ先進性・地
域波及効果を有する事業



7

　補助概要（補助対象外経費） 公募要領抜粋

・人件費  
・食糧費 
・借入金の返済費 
・用地の取得及び整地に要する経費 
・既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費 
 （ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができる
  場合がある。） 
・一般車両購入費 
 （ただし、売上の増加や生産性向上に直接資する車両であり、事業規模拡大や賃上げ
  につながる効果が見込まれるものについては、補助対象とする。） 
・自社やグループ会社から調達するもの 
・既存施設の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの 
・施設や機器のメンテナンス料等維持管理に要する経費 
・起業、開業に係る経費 
・県外、海外への生産設備設置に係る経費 
・光熱水費 
・原材料費 
 （ただし、製品開発の試作品製造に係る原材料費は補助対象とする。） 
・保険料（火災保険、設備保険など） 
 



8

　補助概要（補助対象外経費） 公募要領抜粋

・文房具や印刷用紙などの事務用品等の消耗品費
・電話代、インターネット利用料金等の通信費
・金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、イン 
 ターネットショッピング決済手数料等
・公租公課（消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という）等）
・株式の譲受や取得に要する費用
・商品券・金券の購入費
・領収書等、実績報告時に必要な経費支出関係の書類を用意できないもの
・事業実施期間外に、発注、購入、契約、納品、支払を実施したもの
 （ただし、指令前着手届により交付決定前に事業に着手することを例外的に認める場
  合は除く。）
・国や県、市町村等が実施する他の補助金で受給している事業の経費
 （同一経費について国や県、市町村等が実施する他の補助金との重複受給申請はでき
ない。ただし、市町村等による本補助金への継ぎ足し補助は重複受給が可能。）
・県が設置する公の施設のうち、指定管理者制度を導入している施設における指定管理
事業（公の施設の指定管理者制度に関する運用指針（以下「運用指針」という。）別紙
で定める事業）の経費
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　補助概要（対象事業例） 公募要領抜粋

補助対象事業区分 補助対象経費例 

①高付加価値化 

・事業戦略の策定に係るコンサルティング経費 
・自社製品開発に係る市場調査の外注費 
・自社製品開発を担う中核人材獲得のための人 
 材紹介手数料 
・研究開発を担う外部人材（大学院生など）派
 遣経費 
・店舗内装のデザインに係る外注費 など 

②生産能力の向上 

・生産設備（建物、機械装置など）の購入費 
・増員に伴う人材紹介手数料 
・業務効率化に資するソフトウェアの構築・購
 入費 など 

③販路開拓 

・新市場開拓に係る市場調査の外注費 
・市場開拓のための広告費 
・県外海外見本市への出展料や旅費 
・海外市場に精通した外部専門家派遣経費 
・海外販売のためのWEBサイト・資料の翻訳料 
 など 

④経営組織の変革 

・社長の右腕となる経営人材獲得のための人材
 紹介手数料 
・M＆Aに係る仲介費用、デューデリジェンスな
 どのコンサル費用 
・法人化に係る手数料（登記費用など） など 

⑤人材育成 
・従業員の外部研修の受講料 
・従業員の大学等でのリカレント教育に係る授
 業料・入校料 など 

⑥働き方改革 

・テレワーク、フリーアドレス、子連れ出勤な
 ど新しい働き方の導入に係る機器導入 
・人事労務制度の改革に係るコンサルティング
 費用 
・女性用トイレの新設に係る施設改修費用 
・技能実習や特定技能の外国人の寮の新設、改
 修 など 



②補助金のスケジュールと手続き
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　スケジュールと手続きの流れ、フォローアップ
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手続きの流れ

・「先進枠」、「100億企業枠」を活用した場合は、補助事業実施年度
の翌年度から３年間事業成果等について、「フォローアップ資料（次
ページのとおり）」を県に毎年報告することになっています。

・また、補助事業者が指定する支援機関とともに、年に１回県のヒア
リングを受けることになります

 【支援機関】
 　金融機関（メインバンク等）、商工会・商工会議所、
 　産業振興センター、 
   その他専門家（中小企業診断士など） 

フォローアップ

4/20申請フォーム開設
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　支援機関（フォローアップ機関）

支援機関 公益財団法人高知県産業振興センター
（高知県よろず支援拠点への相談等は可能）

金融機関

株式会社四国銀行
株式会社高知銀行
高知信用金庫
幡多信用金庫
日本政策金融公庫高知支店
株式会社商工組合中央金庫

商工団体
各地域の商工会
各地域の商工会議所
高知県中小企業団体中央会

※その他参考　認定経営革新等支援機関検索システム（中小企業庁）
https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea

https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea


③申請のポイント
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　申請書類 公募要領抜粋

○申請前に書類に不備や不足がないことを必ず確認してください。申請書に不備や不足等がある場
合は、受理できません。日程に余裕を持った申請をお勧めします。 
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　申請にあたっての注意事項 公募要領抜粋

(１)行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作
 成を行うことは行政書士法（昭和26年法律第4号）第１条の２及び第19条により禁
 止されています。行政書士以外の申請代行は法律違反となりますので、ご注意くだ
 さい。 
(２)補助対象経費は、補助事業の目的に沿っていることや金額、内容等を、提出書類
 によって事務局が明確に確認できるものであることが必要です。 
(３)事業計画に対して、過度な経費計上などの金額、内容の妥当性、必要性、効果に
 ついての根拠や説明が不十分な場合、その他本事業の目的に対して不適当と考えら
 れる経費が見込まれていると判断した場合は、一部の経費のみを補助対象とした一
 部交付決定（申請額から交付額を減額した交付決定）を行うことがあります。 
(４)対象経費の発注先の選定にあたって契約金額(税込)が30万円を超えるものは、申
 請者自らが２者以上から同一物品・機種等の見積もりを取り、最低価格を提示した
 者を選定してください。 
※単独見積とするために、同一の物品・機種等について分割発注することは認められ
 ません。また、最低価格を提示した者を選定していない場合や 2 者以上から見積も
 りを取ることができない場合は、その理由を明らかにした理由書の提出を求めます
 が、理由が不明あるいは合理的でない場合は補助対象となりませんので留意してく
 ださい。 
(５)消費税及び地方消費税額は補助対象外となります。添付する見積書は「税込」
 「税抜」の別が記載されたものを提出してください。 
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　申請にあたっての注意事項 公募要領抜粋

(６)経費の支払方法等については、以下のとおりとします。補助対象経費以外との混
 合払い(総合振込等)は、行わないようにしてください。
①支払方法は原則、「振込依頼書による銀行振込」としてください。ネットバンキン
 グも可としますが、振込済みが確認できる資料の提出が必要です。(振込指定日(予
 約日)の画面コピーは不可)
②クレジットカードによる支払は原則対象外です。ただし、海外企業などからの購入
 で、支払方法がクレジットカードに限定されている場合は可としますが、支払方法
 がクレジットカード払いに限定されていることが確認できる資料の提出が必要です。
③金銭の支出が伴わないもの (クーポン、ポイント、商品券、電子マネー等での支払
 い)は補助の対象外です。
④自社振出・他社振出に関わらず、小切手・手形による支払は対象外です。
⑤他の取引との相殺(売掛金と買掛金の相殺等)は対象外です。
⑥外国通貨の場合は、支払決済時の公表仲値で円換算を行ってください。
(７)各種キャンセルに係る取引手数料、振込手数料(相手方負担の場合を含む)、消費税
 等、本補助金の申請等に係る費用は補助対象外とします。
(８)補助金の交付は、精算払いとし、事業終了後に提出される実績報告書及び証拠書
 類等を確認のうえ、交付額を確定し、支給します。
(９)令和８年度一次募集で採択された事業者は、二次以降の公募には申請できません。
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　申請のポイント（補助事業計画）

計画名は、「何を導入し」「どう変わるか」という取組の中
心となるキーワードを含めて、簡潔に記載してください。審
査員が最初に目にする項目であり、事業のインパクトを伝え
る重要な部分です。
交付決定になった場合、事業者名とともに事業計画名も一覧
化し、産業政策課ホームページに掲示する予定です。

●経営環境：現在の市場動向や業界のトレンド、消費者ニー
ズなど
●経営状況：これまでの売上や利益推移、人員、設備状況な
ど
これらを踏まえて解決が必要となっている課題（例：生産効
率向上、新製品開発など）を具体的に提示してください。
（客観的データの説明や、ストーリー性のある記載が望まし
い）

書式抜粋

上記で記述する背景や課題の解決を通じて何を実現したいの
か具体的に示してください。
事業により見込まれる定量的効果（売上増加、生産性向上、
顧客数増加など）や定性的効果（ブランド価値向上、社員ス
キルアップ、顧客満足度の改善など）について、具体的に提
示してください。

上記の記述に即する対象事業を選択してください（100億企
業枠を利用する場合は、100億推奨の事業も選択すること）

上記の効果を達成するために具体的に取り組む内容や導入す
る機械やシステムなどの必要性について記載してください。

※複数事業を実施する場合、（４）－２欄にも記入
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　申請のポイント（補助事業計画）

先進性・新規性について説明してください。
例えば、先端的技術を新たに活用することや、インパクトの
大きい新規事業に進出することなどについて、客観的データ
（先端技術の効果、新たに進出する市場成長など）も用いな
がら具体的に記載をしてください。

書式抜粋

地域波及効果について説明してください。
例えば、県内事業者や県内産品の仕入が大きく拡大すること
や、県内取引事業者の生産効率に資することなどについて、
客観的データ（県内取引企業数や取引額など）も用いながら
具体的に記載をしてください。

※先進枠のみ



19

　申請のポイント（補助事業計画）

申請時点でR8.1～12月に迎える決算が出ていない場合は、見
込に✔マークのうえ、想定される決算額により数値を入力し
てください。

それぞれ金額は円単位で記入してください。

書式抜粋

基準年から３年の平均伸び率が
 ・横展開：２％以上
 ・先進枠：５％以上
となるよう計画してください。
なお、１年後はそれぞれ以下の数値を計画してください。
 ・横展開：２％以上
 ・先進枠：５％以上

基準年から３年の平均伸び率が
 ・横展開：２％以上
 ・先進枠：５％以上
となるよう計画してください。
なお、１年後はそれぞれ以下の数値を計画してください。
 ・横展開：２％以上
 ・先進枠：５％以上

申基準年からの３年の平均伸び率は要件判定表でご確認いただ
けます。
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　申請のポイント（補助事業計画）

書式抜粋

３年の計画数値の積算の考え方・根拠について記載してくだ
さい。

投資資金の調達に関して記載してください。



21

　申請のポイント（補助事業計画）

事業に要する経費を品目毎に記載してください。
それぞれの品目毎に対象事業（６つ）のいずれかを選択し
てください（同じ品目で複数事業の選択はできません）

ハード費用に該当するものは「ハード費用」欄に○をつけ
てください。

書式抜粋

ハード費用の事業に要する経費の合計が1,500万円を超え
る場合は、この計算式によるB/Cが100％を超える必要が
あります。
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　申請のポイント（補助事業計画）

事業者からの依頼に応じて、フォローアップ同意書の作成
をお願いします。
他の申請書類とまとめて事業者から事務局に提出いただき
ます。支援機関から事務局への提出は不要です。

書式抜粋 ※先進枠のみ
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　申請のポイント（審査項目） 公募要領抜粋
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　申請のポイント（審査項目） 公募要領抜粋



④主なQ＆A（抜粋）
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　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ



32

　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ
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　主なＱ＆Ａ
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ご清聴、ありがとうございました。

所得向上総合補助金のご質問・ご意見は以下で受け付けております。

　■産業政策課　電子メール　120801@ken.pref.kochi.lg.jp　
　　（4/20の問い合わせ窓口設置までの間）

mailto:120801@ken.pref.kochi.lg.jp?subject=%E3%80%90%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%83%BB%E6%84%8F%E8%A6%8B%E3%80%910609%E8%8B%A5%E8%80%85%E6%89%80%E5%BE%97%E5%90%91%E4%B8%8A%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A


（２）賃金向上環境整備事業費補助金
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持続的な賃上げの実現に向けた「賃金向上環境整備事業費補助金」

①物価高騰や最低賃金の大幅な引き上げ、人手不足など厳しい経営環境の中で、地域経済の担い手である中小企業等の持続的成長を実現する
ためには、賃上げや生産性向上のための取組に踏み出せる環境を整備していく必要がある。
②そのため、国や県等の生産性向上等に資する補助事業を活用して持続的な賃上げ等を目指す事業者に対し、当該補助事業の効果が現れるまでの
間における賃上げ原資の一部に相当する経費を支援する。

　　次をともに満たす県内に本社又は主たる事業所を有する中堅企業、
　　中小企業、個人事業主等）
　　ア）県が指定する国又は県等の補助金（指定補助金）の交付
　　　　決定を令和8年度に受けている者
　　イ）賃金を支払っている従業員が１名以上いること

　　次のいずれかを満たすこと（指定補助金において賃上げ実績が交付
　　要件である場合を除く）
    ア）直近事業年度の決算において対前年度比で2%以上の賃上げが
　　　　行われていること
　  イ)　R7.12.1からR8.12.1までの間の賃上げ実施月において対前年
　　　　同月比で2％以上の賃上げが行われていること

　　雇用保険の被保険者

　　1人あたり１０万円(定額)
　　限度額：１社あたり1,000万円（指定補助金に係る自己負担額を
　　上限）ただし、指定補助金に係る自己負担額が100万
　　円未満の場合は10万円×対象従業員数（上限100万円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生産性の向上に資する事業を対象とするもののうち、対象業種が幅広いものや
活用事業者数が多いものを中心に選定

　　
　　
 
　 
   
   

趣　旨

《雇用労働政策課》 
予算額880,000千円

概　要
対象事業者

補助要件

対象従業員

補助額

指定補助金

スケジュール
R8.4.１　　　要綱施行
R8.6.1　 　　募集開始    
R8.12中旬　募集終了
R9.2中旬　　実績報告書 
　　　　　　　　　　　　提出期限　　
R9.3末　　 　事業完了

　　
　　
 
　　

補助額の例

① 介護事業所デジタル化支援事業費補助金

② 介護福祉機器等導入支援事業費補助金

③ 訪問介護サービス効率化支援事業費補助金

④ 障害福祉施設等デジタル化支援事業費補助金

⑤ 所得向上推進企業等総合支援事業費補助金

⑥ 水田農業機械導入支援事業費補助金

⑦ 地域営農支援事業費補助金

⑧ 集落営農活性化推進事業費補助金

⑨ 園芸用ハウス整備事業費補助金

⑩ 園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金

⑪ 園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金

⑫ 林業労働環境改善事業費補助金

⑬ 森林資源再生支援事業費補助金（資機材整備支援）

⑭ 高性能林業機械等緊急整備事業費補助金
     （うち高性能林業機械共同利用事業区分を除く）

⑮ 森林資源循環利用促進事業費補助金
     （うちスマート林業実証等支援事業の作業システム向上実践

　　支援区分のみ）

⑯ 県産材加工力強化事業費補助金

⑰ 燃油等高騰緊急対策機器導入支援事業費補助金

⑱ 種子島周辺漁業対策事業費補助金

⑲ 漁船導入支援事業費補助金

⑳ 水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金

㉑ 水産加工業高度化事業費補助金

㉒ 業務改善助成金
㉓ 働き方改革推進支援助成金
     （うち団体推進コースを除く)

㉔ 中小企業省力化投資補助金

㉕ デジタル化・AI導入補助金

㉖ 新事業進出・ものづくり補助金

その他知事が別に定めるもの

スケジュール



（３）こうち男性育休推進企業奨励金
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（４）求人情報発信等支援事業費補助金
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